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教育実施証明書における教育実施者印の省略について 

 

拝啓 時下ますます御清栄のこととおよろこび申し上げます。 

 平素は、当協会の運営につきまして、格別の御理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げま

す。 

 さて、当協会実施の新任・現任教育（事前セミナー及び事前講習含む）終了時に交付し

ている教育実施証明書について、新年度（令和６年４月１日以降）に実施する講習から、

教育実施者の押印を省略することといたします。協会印については引き続き押印し、記載

内容等その他の事項について変更点はありません。 

つきましては、各社の警備員教育担当者に周知いただきますようお願いいたします。 

敬具 

 


